
　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
の
中
出
産
し
、
育
児
を
さ
れ
る

ご
家
庭
を
支
援
す
る
た
め
、
国
の
特

別
定
額
給
付
金
の
基
準
日
を
過
ぎ
て

生
ま
れ
た
新
生
児
を
対
象
に
、
町
独

自
の
給
付
金
を
支
給
し
ま
す
。

■
給
付
額　

　
給
付
対
象
児
1
人
に
つ
き
10
万
円

■
給
付
対
象
児

① 

令
和
2
年
4
月
28
日
～
令
和
3
年

4
月
1
日
ま
で
に
生
ま
れ
、
芝
山

町
に
住
民
登
録
さ
れ
た
者

② 

令
和
2
年
4
月
27
日
か
ら
給
付
金

の
支
給
申
請
日
ま
で
引
き
続
き
芝

山
町
に
住
民
登
録
を
し
て
い
る
母

親
が
出
産
し
た
子

■
対
象
事
業
者

・ 

町
内
で
事
業
を
営
む
中
小
企
業
、

個
人
事
業
主
（
農
林
業
は
除
く
）

・ 

町
内
に
住
所
を
有
し
、
他
市
町
村

で
事
業
を
営
む
個
人
事
業
主

■�

支
給
額　
1
事
業
者
当
た
り
5
万
円

■
申
請
方
法

　
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
な

ど
を
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
記
入
し
、

芝
山
町
新
生
児
特
別
定
額
給
付
金

芝
山
町
中
小
企
業
等
支
援
給
付
金

生
活
・
事
業
に
関
す
る
支
援
対
策

※�

①
と
②
の
両
方
に
該
当
す
る
方

■
申
請
者

　
給
付
対
象
児
の
父
親
ま
た
は
母
親

■
申
請
方
法

① 

給
付
申
請
の
該
当
と
な
る
方
に
、

窓
口
ま
た
は
郵
送
に
て
申
請
書
類

を
お
渡
し
し
ま
す
。

② 

提
出
書
類
を
保
健
セ
ン
タ
ー
へ
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 
提
出
書
類
…
申
請
書
、
出
生
届
済

証
明
書
の
写
し
、
振
込
先
口
座
の

確
認
書
類

■
申
請
期
限　
令
和
3
年
4
月
14
日
㈬

■
問
合
せ

　
福
祉
保
健
課
保
健
衛
生
係
（
保
健

セ
ン
タ
ー
）
☎
77 -
１
８
９
1

添
付
書
類
を
同
封
の
上
、
郵
送
に
て

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※ 

申
請
に
必
要
な
添
付
書
類
や
そ
の

他
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
町
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

■
申
請
期
限

　
10
月
30
日
㈮　
当
日
消
印
有
効

■�

問
合
せ
　
産
業
振
興
課
産
業
振
興

係　
☎
77 -

３
９
１
８

新型コロナウイルス感染症
感染拡大防止対策にご協力をお願いします

　県内や近隣都県において、新型コロナウイルス感染者数が急激に増加しています。自
分の命、大切な人の命を守るとともに、感染拡大の防止と社会経済活動の維持を両立さ
せるため、一層のご理解とご協力をお願いします。

● 発熱などの症状があるときは外出しないよう
にしましょう。

●  マスク、手洗い、換気などで感染予防をしま
しょう。

●  感染拡大予防ガイドラインなどに基づく感染
防止対策が徹底されていない施設などへの外
出は控えましょう。

● 接待を伴う飲食店、酒類を提供する飲食店、
カラオケが設置されている店の利用にあたっ
ては、感染防止対策の徹底を確認するととも
に、責任と自覚を持って利用しましょう。

●  マスクを着用せずに会話することや大声で会

話することは、できる限り避けましょう。
●  多人数（おおむね５、６人以上）で、日頃同

居していない方同士での会食は、時間帯や場
所を問わず自粛しましょう。

●  食事中以外で特に会話を楽しむ際には、マス
クを着用しましょう。

● 高齢者の方は重症化のリスクが高くなってい
ますので、感染リスクの高い場所への外出は
控えましょう。

●  若い方の感染が広がっています。友人や家族
に感染が広がらないよう、注意して行動しま
しょう。
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　可燃ごみの適正な処理を促進するとともに各世帯の経済的負担の軽減を図る目的から、昨
年度に引き続き町内の各世帯へごみ袋無料引換券【可燃ごみ（大）３袋分（計60枚）】を配
布します。
　下記の内容をご確認の上「芝山町指定ごみ袋無料引換券」にて引き換えをお願いします。

芝山町指定ごみ袋無料引換券の配布について

■引換方法
　９月上旬頃に、対象世帯に対して「芝山町指
定ごみ袋無料引換券」を送付しますので、所定
の引換場所にて引き換えを行ってください。

■引換券利用についての注意事項
① 引換券は、令和３年３月31日までの使用期
限付きです。期限の切れた引換券は無効とな
りますのでご注意ください。

② 引換券の再発行は行いません。また、折り曲
げたり汚したりしないでください。

③ 引換券を他人へ譲渡した場合や不正に使用さ
れた場合は、引換券または交換したごみ袋を
返還していただきます。

④ 引換券の盗難、紛失または滅失などに対して
発行者はその責任を負いません。

　※発行者：芝山町

⑤ 引換券についての不明な点は、まちづくり課
環境下水道係へご連絡ください。

■引換場所
※町内外16店舗（町内14、多古町２）

（町内）ウエルシア成田三里塚店、ケーヨーデ
イツー芝山店、㈱小室、セイミヤ成田芝山店、
セブンイレブン芝山香山新田店、セブンイレブ
ン芝山小池店、セブンイレブン芝山坂志岡店、
セブンイレブン芝山宝馬店、㈲千代田衣料、戸
村菓子店、ファミリーマート芝山大里店、ベイ
シア成田芝山店、ヤックスドラッグ芝山店、ロ
ーソン空南工業団地前店
（多古町）セブンイレブン多古牛尾店、セブン
イレブン多古喜多店

〔50音順〕

まちづくり課 環境下水道係
☎ 77‐3908

問
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